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第１章　総則
（趣旨）

第１条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。）、浄化槽法（昭
和58年法律第43号）及びいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成８年いわき市条例第39号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）

第２条　この規則における用語の意義は、法、自動車リサイクル法、浄化槽法及び条例の例による。
第２章　廃棄物の減量

（事業用大規模建築物）
第３条　条例第16条第１項に規定する規則で定める事業用の大規模建築物は、次に掲げる建築物とする。
(１)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第２条第１項に規定する特定建築物
(２)　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗
(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建築物
（事業系一般廃棄物減量計画書）

第４条　条例第16条第２項の事業系一般廃棄物の減量に関する計画は、事業系一般廃棄物減量計画書（第１号様式）により作成するものとする。
第３章　一般廃棄物の適正処理

（家庭系廃棄物の搬出の基準）
第４条の２　条例第19条第２項に規定する再利用に供する目的をもってする搬出は、次に掲げる基準により行うものとする。
(１)　搬出する日時は、一般廃棄物処理計画で定める収集日の当日で、午前８時30分までとすること。
(２)　搬出する場所は、市長の承認を受けた場所とすること。
(３)　搬出の方法は、一般廃棄物処理計画で定める方法によること。
（家庭系廃棄物の排出基準）

第５条　条例第19条第３項の規則で定める排出基準は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(１)　一般廃棄物処理計画で定める大型ごみ（以下「大型ごみ」という。）　次のアからエまでに掲げる事項
ア　排出するときは、あらかじめ市長に申し出ること。
イ　排出する日時は、申出の際に市長が指定する日時とすること。
ウ　排出する場所は、申出の際に市長が指定する場所とすること。
エ　排出する際は、その排出に係る大型ごみに、当該大型ごみの品目に係る手数料の額に応じた枚数の大型ごみ収集処理手数料納付券（第１号様式の２）を貼付すること。

(２)　前号以外の廃棄物（犬、猫その他の動物の死体を除く。）　次のアからウまでに掲げる事項
ア　排出する日時は、一般廃棄物処理計画で定める収集日の当日で、午前８時30分までとすること。
イ　排出する場所は、市長の承認を受けた場所とすること。
ウ　排出に使用する容器は、縦70センチメートル、横50センチメートルの大きさで、無色かつ透明のポリエチレン製の袋（以下「市の規格の袋」という。）とすること。ただし、市の規格の袋による排出が困難である廃棄物に
ついては、市長が別に指示するところによるものとすること。

（承認を要する集積所の設置の承認等）
第６条　承認を要する集積所を新設し、又はその位置を変更しようとする者は、集積所新設・変更承認申請書（第２号様式）を当該新設し、又は変更しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる承認を要する集積所の設置基準に従い承認の可否について決定し、その旨を集積所承認・不承認決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとす
る。
(１)　市長及び市長が指定した者が行う収集業務に支障がない場所であること。
(２)　交通に支障がない場所であること。
(３)　おおむね15世帯以上の利用があること。
(４)　承認を要する集積所を管理する者（第４項、次条、第２号様式及び第３号様式において「管理者」という。）を選出していること。

３　市長は、適正な管理がなされていないと認めるときは、当該承認を受けた集積所の承認を取り消すことができる。
４　管理者は、承認を受けた集積所を廃止しようとするときは、集積所廃止届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。
（承認を受けた集積所の管理）

第７条　管理者は、当該承認を受けた集積所の利用者が次に掲げる事項を遵守するよう指導、啓発等に努めなければならない。
(１)　相互に協力して承認を受けた集積所の清潔を保持すること。
(２)　廃棄物を適正に分別して搬出し、又は排出すること。
(３)　第４条の２の搬出の基準及び第５条の排出基準に従って廃棄物を搬出し、又は排出すること。
(４)　前３号に掲げるもののほか、承認を受けた集積所の承認の際に示す管理事項

２　承認を受けた集積所を新たに利用しようとする者は、自らその管理者の承諾を受けなければならない。
（事業系一般廃棄物の排出基準）

第８条　条例第20条第４項の規則で定める排出基準は、次に掲げるとおりとする。
(１)　排出する日時は、一般廃棄物処理計画で定める収集日の当日で、午前８時30分までとすること。
(２)　排出する場所は、前条第２項の承諾を受けた集積所とすること。
(３)　排出に使用する容器は、事業者専用袋（第５号様式）とすること。

第９条　削除
（開発事業者）

第10条　条例第21条第１項の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(１)　都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規定する開発行為で、その規模が3,000平方メートル以上のもの
(２)　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業
(３)　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第２条第１号に規定する市街地再開発事業
(４)　15戸以上の住宅を建築する事業
（適正処理協議書）

第11条　条例第21条第１項の規定による協議は、一般廃棄物適正処理協議書（第７号様式）を市長に提出して行うものとする。
（死犬等処理届）

第12条　条例第23条の規定による届出は、死犬等処理届（第８号様式）により行うものとする。
（処理施設への一般廃棄物の搬入申込等）

第13条　条例第24条第１項の規定により一般廃棄物（し尿又は浄化槽に係る汚泥を除く。）を処理施設に搬入しようとする者（以下「搬入者」という。）は、市長が別に定めるところにより申し出なければならない。
２　搬入者は、その一般廃棄物を処理施設に搬入するに際して、当該処理施設の係員の指示に従わなければならない。
（一般廃棄物の受入基準）

第14条　条例第24条第２項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(１)　市の区域内で発生した一般廃棄物であること。
(２)　処理施設で処分できる性状、形状及び量の廃棄物であること。
(３)　一般廃棄物処理計画等に従って、分別し、及び排出した廃棄物であること。
(４)　前３号に掲げるもののほか、処理施設の適正な管理運営のため市長が別に定める事項に違反しないこと。
（指定収集運搬者）

第14条の２　条例第25条の２第１項の規定による指定は、次に掲げる者について行うものとする。
(１)　集積所から廃棄物を収集し、又は運搬することについて市が委託している者
(２)　一般廃棄物処理計画で定める者

２　市長は、前項の規定により指定した者に対し、指定収集運搬者指定証（第９号様式）を交付するものとする。
３　市長は、前項の指定収集運搬者指定証を交付したときは、速やかに指定した者の名称、所在地、収集し、又は運搬する廃棄物の種類及び指定の有効期限を告示するものとする。
（収集又は運搬の禁止命令）

第14条の３　条例第25条の２第２項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書（第10号様式）により行うものとする。
第４章　廃棄物処理業等

（一般廃棄物収集運搬業等の許可申請）
第15条　法第７条第１項又は第２項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬の業（以下「一般廃棄物収集運搬業」という。）の許可又は許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書（第
11号様式）を、同条第６項又は第７項の規定により一般廃棄物の処分の業（以下「一般廃棄物処分業」という。）の許可又は許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書（第12号様式）を、それ
ぞれ市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。

２　前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　事業計画書
(２)　申請者の住民票の写し（申請者が法人である場合は、その法人の定款その他の基本約款及び登記事項証明書）
(３)　従業員名簿
(４)　申請者が法第７条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(５)　申請者の資産に関する調書並びに直前２年の所得税、県民税及び市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類（申請者が法人である場合は、直前２年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書、個別注記表並びに法人税、法人事業税、法人県民税及び法人市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類）

(６)　事業の用に供する車両がある場合は、自動車検査証の写し及びその写真
(７)　事業の用に供する施設（車両を除く。第10号において同じ。）の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図（最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び
地下水の状況を明らかにする書類及び図面）

(８)　申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること。）を証する書類
(９)　事業の用に供する施設が法第８条第１項の許可を受けている場合は、その許可証の写し
(10)　事業の用に供する施設が法第15条の２の５第１項の規定による届出を受理されている場合は、その受理書の写し
(11)　事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(12)　他の市町村長から一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業（以下「一般廃棄物処理業」という。）の許可を受けている場合は、その許可証の写し
(13)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３　一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第２号及び第８号から第11号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
（事業の範囲の変更の許可申請）

第16条　法第７条の２第１項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書（第13号様式）を、あらかじめ市長に提出し
なければならない。

２　前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　前条第２項の規定により提出した添付書類のうち、その内容に変更が生ずることとなる書類
(２)　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（浄化槽清掃業許可申請書等）

第17条　浄化槽法第35条第１項の許可の期間は、２年以内とする。
２　浄化槽法第35条第３項の申請書は、浄化槽清掃業許可申請書（第14号様式）とする。
（許可証の交付等）

第18条　市長は、法第７条第１項又は第２項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は許可の更新をしたときは一般廃棄物収集運搬業許可証（第15号様式）を、同条第６項又は第７項の規定による一般廃棄物処分業
の許可又は許可の更新をしたときは一般廃棄物処分業許可証（第16号様式）を、法第７条の２第１項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可をしたときは一般廃棄物処理業事業
範囲変更許可証（第17号様式）を、浄化槽法第35条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可をしたときは浄化槽清掃業許可証（第18号様式）を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

２　自動車リサイクル法第44条第２項（同法第46条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知は引取業者登録通知書（第18号様式の２）により、同法第55条第２項（同法第57条第３項において準用する場合を含
む。）の規定による通知はフロン類回収業者登録通知書（第18号様式の３）により行うものとする。

３　市長は、許可業者がその事業の用に供する施設を確認したときは、施設確認済証（第19号様式）を交付するものとする。
４　許可業者は、第１項に規定する許可証及び前項の施設確認済証（以下「許可証等」という。）を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
５　許可業者は、施設確認済証の交付を受けたときは、当該施設確認済証を施設の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
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（不許可等の通知）
第19条　市長は、第15条第１項、第16条第１項又は第17条第２項に規定する申請書を受理した場合において、一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新をしないときは一般廃棄物処理業不許可通知書（第20号様式）により、
一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可をしないときは一般廃棄物処理業事業範囲変更不許可通知書（第21号様式）により、浄化槽清掃業の許可をしないときには浄化槽清掃業不許可通知書（第22号様式）によ
り、それぞれ当該申請者に通知する。

２　自動車リサイクル法第45条第２項の規定による通知は引取業者登録拒否通知書（第22号様式の２）により、同法第56条第２項の規定による通知はフロン類回収業者登録拒否通知書（第22号様式の３）により行うものとす
る。
（許可証等の再交付）

第20条　許可業者は、許可証等を紛失し、き損し、又は汚損したときは、許可証等紛失等届（第23号様式）を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、き損又は汚損により許可証等の再交付を
受けようとするときは、そのき損し、又は汚損した許可証等を添付しなければならない。
（従業員証の発行等）

第21条　許可業者は、従業員に、その身分を示す従業員証（第24号様式）を発行しなければならない。
２　許可業者は、従業員をその業務に従事させようとするときは、常に従業員証を携帯させなければならない。
３　従業員は、関係人に従業員証の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
（変更の届出）

第22条　一般廃棄物処理業者は、法第７条の２第１項の規定による許可を受けて、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更をした場合を除き、次に掲げる事項を変更したときは、一般廃棄物処理業変更届（第25号様式）を当
該変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(１)　法第７条の２第３項の住所その他環境省令で定める事項
(２)　前号に掲げるもののほか、第15条又は第16条に規定する申請書又は添付書類の記載事項

２　浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届（第26号様式）により行うものとする。
３　前２項に規定する届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　その内容を明らかにする書類
(２)　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（事業の廃止又は休止の届出）

第23条　一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、一般廃棄物処理業廃止等届（第27号様式）を当該廃止又は休止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
２　自動車リサイクル法第48条第１項の規定による届出は引取業廃業等届（第27号様式の２）により、同法第59条において準用する同法第48条第１項の規定による届出はフロン類回収業廃業等届（第27号様式の３）により行う
ものとする。

３　浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届（第28号様式）により行うものとする。
４　前３項に規定する届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　その内容を明らかにする書類
(２)　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（許可の取消し等）

第24条　法第７条の３の規定による事業の全部又は一部の停止命令は一般廃棄物処理業停止命令書（第29号様式）により、法第７条の４各項の規定による許可の取消しの通知は一般廃棄物処理業許可取消通知書（第30
号様式）により行うものとする。

２　自動車リサイクル法第51条第２項において準用する同法第45条第２項の規定による通知は、登録の取消しにあっては引取業者登録取消通知書（第30号様式の２）により、事業の全部又は一部の停止の命令にあっては引
取業停止命令書（第30号様式の３）により、同法第58条第２項において準用する同法第56条第２項の規定による通知は、登録の取消しにあってはフロン類回収業者登録取消通知書（第30号様式の４）により、事業の全部又
は一部の停止の命令にあってはフロン類回収業停止命令書（第30号様式の５）により行うものとする。

３　浄化槽法第41条第３項の規定により同条第２項の規定による処分をした場合に準用される同法第35条第４項の規定による通知は、許可の取消しにあっては浄化槽清掃業許可取消通知書（第31号様式）により、事業の全
部又は一部の停止の命令にあっては浄化槽清掃業停止命令書（第32号様式）により行うものとする。
（許可証等の返還）

第25条　許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証等を市長に返還しなければならない。
(１)　許可証等の有効期間が満了したとき。
(２)　事業の全部を廃止したとき。
(３)　許可を取り消されたとき。
(４)　許可証等を紛失したことで再交付を受けた者が、紛失した許可証等を回復するに至ったとき。

２　許可業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき又はその事業の全部を休止したときは、許可証等を一時市長に返還しなければならない。
（実績報告書の提出）

第26条　許可業者は、毎月末日までに前月中の一般廃棄物の処理状況又は浄化槽の清掃の実施状況について、一般廃棄物処理業者にあっては一般廃棄物処理業実績報告書（第33号様式）を、浄化槽清掃業者にあっては
浄化槽清掃業実績報告書（第34号様式）を、それぞれ市長に提出しなければならない。
（廃棄物再生輸送業の指定）

第26条の２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。）第２条第２号又は省令第９条第２号の指定（以下「廃棄物再生輸送業の指定」という。）を受けようとする者は、次
に掲げる事項を記載した一般廃棄物・産業廃棄物再生輸送業指定申請書（第34号様式の２）を市長に提出しなければならない。
(１)　氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。）
(２)　事務所及び事業場の所在地
(３)　取り扱う廃棄物の種類及び数量
(４)　再生利用の目的
(５)　事業の用に供する施設の種類及び数
(６)　取り扱う廃棄物に関し取引をする者の氏名及び住所
(７)　再生により得られる製品の種類及び用途
(８)　従業員数

２　前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　事業計画書
(２)　申請者の住民票の写し（申請者が法人である場合は、その法人の定款その他の基本約款及び登記事項証明書）
(３)　事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(４)　申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること）を証する書類
(５)　省令第２条の３第２号又は省令第10条の３第２号の指定（以下「廃棄物再生活用業の指定」という。）を受けた者が申請する場合は、その指定証の写し
(６)　前号に規定する者の委託を受けて再生輸送（再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの収集又は運搬をいう。以下同じ。）を業として行おうとする者が申請する場合は、同号に規定する者との委託
関係を証する書類及び同号に規定する者の廃棄物再生活用業の指定証の写し

(７)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
３　市長は、第１項の指定による申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、廃棄物再生輸送業の指定をするものとする。
(１)　再生活用（再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの処分をいう。以下同じ。）を業として行う者が自ら再生輸送を行い又は再生活用を業として行う者の委託を受けて再生輸送を行うこと。
(２)　再生輸送を確実に行うための施設、人員等を備えていること。
(３)　再生輸送において、生活環境の保全上支障が生じないこと。

４　市長は、廃棄物再生輸送業の指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
５　市長は、廃棄物再生輸送業の指定をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物再生輸送業指定証（第34号様式の３）を当該申請者に交付するものとする。
（廃棄物再生活用業の指定）

第26条の３　廃棄物再生活用業の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物・産業廃棄物再生活用業指定申請書（第34号様式の４）を市長に提出しなければならない。
(１)　氏名及び住所
(２)　事務所及び事業場の所在地
(３)　取り扱う廃棄物の種類及び数量
(４)　再生利用の目的
(５)　事業の用に供する施設の種類、数、設置場所及び処理能力
(６)　事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(７)　取り扱う廃棄物に関し取引をする者の氏名及び住所
(８)　再生により得られる製品の種類及び用途
(９)　従業員数

２　前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　排出者（再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物を排出する者をいう。以下同じ。）との取引関係を証する書類
(２)　再生活用の処理工程図
(３)　再生輸送を委託する場合は、委託関係を証する書類
(４)　再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(５)　前条第２項第１号から第４号までに掲げる書類
(６)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３　市長は、第１項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、廃棄物再生活用業の指定をするものとする。
(１)　廃棄物を原則として無償で引き取ること。
(２)　再生活用を確実に行うための施設、人員等を備えていること。
(３)　引き取る廃棄物は、すべて再生活用の用に供されること。
(４)　排出者との取引関係に継続性があること。
(５)　再生活用において、生活環境の保全上支障が生じないこと。
(６)　再生活用において生ずる廃棄物を適正に処理できること。

４　市長は、廃棄物再生活用業の指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
５　市長は、廃棄物再生活用業の指定をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物再生活用業指定証（第34号様式の５）を当該申請者に交付するものとする。
（指定証の再交付）

第26条の３の２　廃棄物再生輸送業の指定を受けた者（以下「廃棄物再生輸送業者」という。）及び廃棄物再生活用業の指定を受けた者（以下「廃棄物再生活用業者」という。）は、第26条の２第５項又は第26条の３第５項に規
定する指定証（以下「指定証」という。）を紛失し、き損し、又は汚損したときは、指定証紛失等届（第34号様式の５の２）を市長に提出し、その再交付を受けることができる。この場合において、き損又は汚損により指定証の再
交付を受けようとするときは、そのき損し、又は汚損した指定証を添付しなければならない。
（再生輸送又は再生活用する廃棄物の種類の変更）

第26条の４　廃棄物再生輸送業者は、取り扱う廃棄物の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物・産業廃棄物再生輸送業変更指定申請書（第34号様式の６）を市長に提出しなければならない。ただし、その変
更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

２　第26条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第２項中「前項」とあるのは「第26条の４第１項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「第26条の４第１項」と読
み替えるものとする。

３　廃棄物再生活用業者は、取り扱う廃棄物の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物・産業廃棄物再生活用業変更指定申請書（第34号様式の７）を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業
の一部の廃止であるときは、この限りでない。

４　第26条の３第２項から第５項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第２項中「前項」とあるのは「第26条の４第３項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「第26条の４第３項」と読
み替えるものとする。
（再生輸送業等の廃止又は変更の届出）

第26条の５　廃棄物再生輸送業者又は廃棄物再生活用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項を変更したとき（取り扱う廃棄物の種類の変更に係る場合を除く。）は、当該廃止又は変更の
日から10日以内に、廃棄物再生輸送業・再生活用業の廃止・変更届（第34号様式の８）を市長に提出しなければならない。
(１)　第26条の２第１項第１号、第２号又は第４号から第７号までに規定する事項
(２)　第26条の３第１項第１号、第２号又は第４号から第８号までに規定する事項

２　前項に規定する届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(１)　第26条の２第２項又は第26条の３第２項の規定により提出した添付書類のうち、その内容に変更が生ずることとなる書類
(２)　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（再生輸送業等の指定の取消し）

第26条の６　市長は、廃棄物再生輸送業者が第26条の２第３項各号に適合しないと認めたとき又は廃棄物再生活用業者が第26条の３第３項各号に適合しないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
（準用）

第26条の６の２　第25条第１項の規定は廃棄物再生輸送業者及び廃棄物再生活用業者について準用する。
第26条の６の３　第25条（第２項に規定する休止の場合を除く。）及び第26条の３の２の規定は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者につ
いて準用する。

第４章の２　廃棄物処理施設
（一般廃棄物処理施設に係る申請書等）

第26条の７　次の各号に掲げる申請書、報告書及び届出書は、当該各号に定める申請書、報告書及び届出書によるものとする。
(１)　法第８条第２項の申請書　一般廃棄物処理施設設置許可申請書（第34号様式の９）
(２)　省令第４条の４第１項の申請書　一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（第34号様式の10）
(３)　省令第４条の４の２の申請書　一般廃棄物処理施設定期検査申請書（第34号様式の10の２）
(４)　省令第４条の17の報告書　特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（第34号様式の10の２の２）
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(５)　省令第５条の３第１項の申請書　一般廃棄物処理施設変更許可申請書（第34号様式の10の３）
(６)　省令第５条の４の２第１項及び第５条の９の２第１項の届出書　一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（第34号様式の10の４）
(７)　省令第５条の５第１項及び第５条の10第１項の届出書　一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書（第34号様式の10の５）
(８)　省令第５条の５の２第１項及び第５条の10の２第１項の申請書　一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書（第34号様式の10の６）
(９)　省令第５条の５の５第１項の申請書　一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書（第34号様式の10の６の２）
(10)　省令第５条の５の10第１項の届出書　一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書（第34号様式の10の６の３）
(11)　省令第５条の５の11第１項の報告書　一般廃棄物処理施設熱回収報告書（第34号様式の10の６の４）
(12)　法第９条の３第１項の規定による届出に係る届出書　一般廃棄物処理施設設置届出書（第34号様式の10の７）
(13)　省令第５条の８第１項の届出書　一般廃棄物処理施設変更届出書（第34号様式の10の８）
(14)　省令第５条の11第１項の申請書　一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（第34号様式の10の９）
(15)　省令第５条の12第１項の申請書　合併・分割認可申請書（第34号様式の10の10）
(16)　省令第６条第１項の届出書　相続届出書（第34号様式の10の11）
(17)　省令第12条の７の17第２項の届出書　特例による一般廃棄物処理施設設置届出書（第34号様式の10の12）
(18)　省令第12条の７の17第５項の規定による届出に係る届出書　特例による一般廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設種類等変更・事業廃止届出書（第34号様式の10の13）
（氏名等の変更に係る届出書の添付書類）

第26条の７の２　法第８条第２項第１号に掲げる事項の変更に係る省令第５条の４の２第１項の届出書には、同条第２項に規定するもののほか、届出者の住民票の写し（届出者が法人である場合は、その法人の定款その他
の基本約款及び登記事項証明書）その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
（許可証等の交付）

第26条の８　市長は、法第８条第１項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第９条第１項の規定による当該施設の変更の許可をしたときは一般廃棄物処理施設設置・変更許可証（第34号様式の
10の14）を、法第８条の２の２の規定による一般廃棄物処理施設の検査をしたときは一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書（第34号様式の10の14の２）を、法第９条の２の４第１項の規定による熱回収施設に係る適合の
認定をしたときは一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証（第34号様式の10の14の３）を、法第９条の５第１項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可をしたときは一般廃棄物処理施設譲受
け・借受け許可証（第34号様式の10の15）を、法第９条の６第１項の規定による一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可をしたときは合併・分割認可証（第34号様式の10の16）を、法第15
条の２の５の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る届出の受理をしたときは特例による一般廃棄物処理施設設置届出受理書（第34号様式の10の17）を、それ
ぞれ申請者又は届出者に交付するものとする。
（準用）

第26条の８の２　第25条第１項（第１号を除く。）及び第26条の３の２の規定は、法第８条第１項又は法第15条第１項の許可を受けた者について準用する。
（調査書の縦覧）

第26条の８の３　条例第28条の３第２項の規定により縦覧に供された調査書（次項において「調査書」という。）を縦覧しようとする者は、生活環境影響調査書縦覧請求書（第34号様式の10の18）を市長に提出しなければならな
い。

２　調査書を縦覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(１)　調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(２)　調査書を破損し、又は汚損しないこと。

３　市長は、前項の規定に違反した者に対し、その縦覧を停止させ、又は禁止することができる。
（意見書の記載事項）

第26条の８の４　条例第28条の４の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(１)　氏名及び住所
(２)　対象施設の名称
(３)　生活環境の保全上の見地からの意見
（最終処分場埋立終了届出台帳）

第26条の９　法第19条の12第１項の台帳は、一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳（第34号様式の11。以下「届出台帳」という。）によるものとする。
（届出台帳の閲覧）

第26条の10　届出台帳の閲覧は、生活環境部廃棄物対策課（以下「廃棄物対策課」という。）において行うものとする。
２　届出台帳の閲覧は、いわき市の休日を定める条例（平成元年いわき市条例第71号）第１条第１項に規定する市の休日以外の日に行うものとし、その時間は、午前８時30分から午後５時までとする。
３　市長は、届出台帳の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前項に規定する閲覧日又は閲覧時間を臨時に変更することができる。
４　届出台帳の閲覧は、無料とする。
５　届出台帳の閲覧を請求しようとする者は、一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求書（第34号様式の12）を市長に提出しなければならない。
６　届出台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(１)　届出台帳を廃棄物対策課以外の場所に持ち出さないこと。
(２)　届出台帳を破損し、又は汚損しないこと。

７　市長は、前項の規定に違反した者に対し、その閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
第５章　一般廃棄物処理手数料等

（一般廃棄物処理手数料の徴収）
第27条　条例別表第１の品目別に規則で定める額は、別表のとおりとする。
２　条例第29条第１項の手数料の徴収時期は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(１)　市民又は事業者が処理施設に搬入する廃棄物の焼却処分又は埋立処分に係る手数料　搬入の際
(２)　大型ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料　大型ごみ収集処理手数料納付券の交付の際
(３)　事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料　事業者専用袋の交付の際
(４)　犬、猫その他の動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料　当該犬、猫その他の動物の死体の処理の際

３　前項第１号、第３号及び第４号の場合において、市長が特に必要と認めるときは、納期限を定めて納入通知書を発行し、及び徴収することができる。
（一般廃棄物処理手数料の減免）

第28条　条例第29条第２項の規定により手数料を減額し、又は免除することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(１)　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている者
(２)　地震、水害、火災等の災害を受けた者
(３)　前２号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

２　条例第29条第２項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書（第35号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
３　市長は、前項の手数料減免申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、その旨を手数料減免・不減免決定通知書（第36号様式）により申請者に通知するものとする。
（一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等の徴収）

第29条　条例第30条の手数料の徴収時期は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(１)　第15条から第17条までに規定する許可又は許可の更新に係る手数料　それぞれの許可又は許可の更新に係る申請書の提出の際
(２)　第18条第３項に規定する施設確認済証の交付に係る手数料　施設確認済証の交付の際
(３)　第20条に規定する許可証等の再交付に係る手数料　それぞれの許可証等の再交付の際
(４)　前３号に掲げる手数料以外の手数料　それぞれの許可若しくは許可の更新、認定若しくは認定の更新、認可又は登録若しくは登録の更新に係る申請書の提出の際

第６章　廃棄物減量等推進審議会
（会長及び副会長）

第30条　条例第31条の審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、その会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）

第31条　審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（部会）

第32条　審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２　部会に属すべき委員は、会長が指名する。
３　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
４　部会長は、部会の事務を掌理する。
５　部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
（関係者の出席）

第33条　審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
（庶務）

第34条　審議会の庶務は、生活環境部ごみ減量推進課で処理する。
（委任）

第35条　第30条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第７章　雑則

（身分証明書）
第36条　条例第36条第２項の証明書は、身分証明書（第37号様式）とする。
（委任）

第37条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

（施行期日）
１　この規則は、平成９年７月１日から施行する。
（いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及びいわき市廃棄物減量等推進審議会規則の廃止）

２　次に掲げる規則は、廃止する。
(１)　いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和59年いわき市規則第21号）
(２)　いわき市廃棄物減量等推進審議会規則（平成５年いわき市規則第34号）
（経過措置）

３　この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のいわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）第２条第１項の規定による承認を受けているごみ集積所は、この規則の規定により承
認を受けているものとみなす。

４　旧条例及び旧規則の規定により交付された許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、第18条第１項の規定により交付された許可証とみなす。
５　この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
６　旧規則の規定により作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行って引き続き使用することができる。

附　則（平成11年３月29日いわき市規則第20号）
この規則は、平成11年４月１日から施行する。

附　則（平成12年３月30日いわき市規則第22号）
この規則は、平成12年４月１日から施行する。

附　則（平成13年３月６日いわき市規則第20号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成13年３月29日いわき市規則第31号）
１　この規則は、平成13年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に改正前のいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第19号様式の規定により作成され、交付されている浄化槽清掃業施設確認済証は、改正後の第19号様式の規定により作成された
ものとみなす。

附　則（平成14年３月29日いわき市規則第31号）
１　この規則は、平成14年６月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に改正前のいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則（以下「旧規則」という。）第９号様式の規定により作成され、提出されているごみ搬入申込書は、改正後の第９号様式の規定により
作成されたものとみなす。

３　この規則の施行の際現に旧規則第10号様式の規定により作成され、交付されているごみ搬入券は、改正後の第10号様式の規定により作成されたものとみなす。
附　則（平成15年２月25日いわき市規則第１号）

この規則は、平成15年10月１日から施行する。
附　則（平成16年３月31日いわき市規則第26号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表電気・ガス・石油器具類の部冷凍庫（150リットル未満）の項及び冷凍庫（150リットル以上）の項を削る改正規定は、平成16年４月１日から施行する。
附　則（平成16年12月28日いわき市規則第56号）

この規則は、平成17年１月１日から施行する。ただし、第26条の９の改正規定は、同年４月１日から施行する。
附　則（平成17年３月４日いわき市規則第３号）

この規則は、平成17年３月７日から施行する。
附　則（平成17年３月31日いわき市規則第５号）
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この規則は、平成17年４月１日から施行する。
附　則（平成19年３月30日いわき市規則第23号抄）

（施行期日）
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則（平成21年３月31日いわき市規則第15号）
この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第15条第２項第２号及び第26条の２第２項第２号の改正規定、第26条の７の２の改正規定、第29条第２号の改正規定並びに第34号様式の２（裏面）〔添付書類〕第２号、

第34号様式の４（裏面）〔添付書類〕第２号、第34号様式の６（裏面）〔添付書類〕第２号及び第34号様式の７（裏面）〔添付書類〕第２号の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（平成21年９月９日いわき市規則第28号）

この規則は、平成21年10月１日から施行する。
附　則（平成23年３月31日いわき市規則第16号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。
附　則（平成23年５月30日いわき市規則第29号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成24年７月５日いわき市規則第39号）

この規則は、平成24年７月９日から施行する。ただし、第34号様式の９（第３面）、第34号様式の10の３（第２面）、第34号様式の10の９（第２面）及び第34号様式の10の11（裏面）の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（平成24年12月27日いわき市規則第69号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成25年12月26日いわき市規則第48号）

１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の日前にこの規則による改正前のいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則別表の規定に基づく手数料を納付し、同日以後に排出する場合のいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する
規則第５条第１号に規定する大型ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則（平成27年３月31日いわき市規則第20号抄）
（施行期日）

１　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
附　則（平成28年３月31日いわき市規則第16号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
附　則（平成31年３月29日いわき市規則第20号）

１　この規則は、平成31年10月１日から施行する。
２　この規則の施行の日前に改正前の別表の規定による手数料を納付し、同日以後に排出する場合のいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第５条第１号に規定する大型ごみの収集、運搬及び処分に係る手
数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則（令和元年12月26日いわき市規則第32号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和３年３月30日いわき市規則第21号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和３年８月12日いわき市規則第45号）
この規則は、公布の日から施行する。

別表（第27条関係）
種類 品目 金額

円
電気・ガス・石油
器具類

エフエフ式温風器 1,040
オーディオ機器（３辺の和が140センチメートル未満） 520
オーディオ機器（３辺の和が140センチメートル以上） 1,040
家具調こたつ（天板を含む。３辺の和が220センチメートル
未満）

520

家具調こたつ（天板を含む。３辺の和が220センチメートル
以上）

1,040

ガステーブル 520
カラオケ演奏装置 1,040
空気清浄機 520
照明器具 520
除湿機 520
食器洗乾燥機 520
ストーブ 520
ズボンプレッサー 520
扇風機 520
電気カーペット 520
電子レンジ 520
生ごみ処理機 520
ファンヒーター 520
餅つき機 520
冷風扇 520

家具・寝具類 アコーディオンカーテン 520
椅子１人用 520
椅子２人用 1,040
椅子３人用 1,560
カーテンレール 520
カーペット 520
キッチンワゴン、下駄箱、コンパクトディスク棚、サイドボー
ド、収納ケース、食器棚、たんす、机（袖なし）、テーブル、
テレビ台、電話台、ビデオ棚、本棚、ラック及びレンジ台
（３辺の和が220センチメートル未満）

520

キッチンワゴン、下駄箱、コンパクトディスク棚、サイドボー
ド、収納ケース、食器棚、たんす、机（袖なし）、テーブル、
テレビ台、電話台、ビデオ棚、本棚、ラック及びレンジ台
（３辺の和が220センチメートル以上370センチメートル未
満）

1,040

キッチンワゴン、下駄箱、コンパクトディスク棚、サイドボー
ド、収納ケース、食器棚、たんす、机（袖なし）、テーブル、
テレビ台、電話台、ビデオ棚、本棚、ラック及びレンジ台
（３辺の和が370センチメートル以上）

1,560

鏡台（椅子を含む。） 1,040
座椅子 520
じゅうたん 520
洗面化粧台 1,560
ソファー１人用（スプリングあり。） 520
ソファー２人用（スプリングあり。） 1,040
ソファー３人用（スプリングあり。） 1,560
ソファー（スプリングなし。） 520
畳１畳（化学繊維） 520
畳１畳（藁） 1,040
建具 520
机（袖付） 1,560
布団１組 520
ブラインド 520
ベビーベッド 520
ベッド（スプリングマットレス及び電動式のものを除く。） 1,560
マットレス（スプリングあり。） 1,560
マットレス（スプリングなし。） 520

趣味用品 運動用具（ラケット、バット等） 520
オルガン（電子ピアノを含む。） 1,560
楽器（ギター、キーボード等） 520
健康器具（ウォーカー） 1,040
健康器具（エアロバイク） 1,040
健康器具（マッサージ機） 1,560
健康器具（ウォーカー、エアロバイク及びマッサージ機を
除く。）

520

ゴルフ用具（バッグ及びクラブ） 520
スキー用具（板及びストック） 520
スノーボード 520
卓球台 1,560
麻雀台 520

その他 アイロン台 520
アンテナ 520
編機 520
一輪車 520
衣類乾燥機台 520
買物カート 520
傘立て 520
玩具 520
脚立 520
クーラーボックス 520
車椅子（電動を除く。） 520



米びつ 520
サマーベッド 520
三輪車 520
室内物干し 520
自転車 520
スーツケース 520
すのこ 520
ダストボックス（木製を除く。） 520
チャイルドシート 520
ついたて 520
パラソル 520
ベビーカー 520
ポータブルトイレ 520
ミシン（踏み台付） 1,040
物干し台（土台なし。）１組 520
物干し台（土台付）１組 1,040
その他のもの（３辺の和が220センチメートル未満） 520
その他のもの（３辺の和が220センチメートル以上440セン
チメートル未満）

1,040

その他のもの（３辺の和が440センチメートル以上） 1,560
備考　「３辺の和」とは、大型ごみの縦、横及び奥行の合計の長さをいう。
第１号様式（第４条関係）

第１号様式の２（第５条関係）

第２号様式（第６条関係）

第３号様式（第６条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0001.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/19036_0082.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0003.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0004.rtf


第４号様式（第６条関係）

第５号様式（第８条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0005.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0006.rtf


第６号様式　削除
第７号様式（第11条関係）

第８号様式（第12条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0007.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0008.rtf


第９号様式（第14条の２関係）

第10号様式（第14条の３関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0009.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0001.rtf


第11号様式（第15条関係）

第12号様式（第15条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0094.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0095.rtf


第13号様式（第16条関係）

第14号様式（第17条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0096.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0097.rtf


第15号様式（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0015.rtf


第16号様式（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0016.rtf


第17号様式（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0017.rtf


第18号様式（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0018.rtf


第18号様式の２（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0019.rtf


第18号様式の３（第18条関係）

第19号様式（第18条関係）

第20号様式（第19条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0020.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0021.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0002.rtf


第21号様式（第19条関係）

第22号様式（第19条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0003.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0004.rtf


第22号様式の２（第19条関係）

第22号様式の３（第19条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0005.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0006.rtf


第23号様式（第20条関係）

第24号様式（第21条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0098.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0028.rtf


第25号様式（第22条関係）

第26号様式（第22条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0099.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0100.rtf


第27号様式（第23条関係）

第27号様式の２（第23条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0101.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0102.rtf


第27号様式の３（第23条関係）

第28号様式（第23条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0103.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0104.rtf


第29号様式（第24条関係）

第30号様式（第24条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/20162_0083.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/20162_0084.rtf


第30号様式の２（第24条関係）

第30号様式の３（第24条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0009.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0010.rtf


第30号様式の４（第24条関係）

第30号様式の５（第24条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0011.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0012.rtf


第31号様式（第24条関係）

第32号様式（第24条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/20162_0085.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/20162_0086.rtf


第33号様式（第26条関係）

第34号様式（第26条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0043.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0044.rtf


第34号様式の２（第26条の２関係）

第34号様式の３（第26条の２関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0105.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0046.rtf


第34号様式の４（第26条の３関係）

第34号様式の５（第26条の３関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0106.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0048.rtf


第34号様式の５の２（第26条の３の２関係）

第34号様式の６（第26条の４関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0107.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0108.rtf


第34号様式の７（第26条の４関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0109.rtf


第34号様式の８（第26条の５関係）

第34号様式の９（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0110.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0111.rtf




第34号様式の10（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0112.rtf


第34号様式の10の２（第26条の７関係）

第34号様式の10の２の２（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0113.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0114.rtf


第34号様式の10の３（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0115.rtf




第34号様式の10の４（第26条の７関係）

第34号様式の10の５（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0116.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0117.rtf


第34号様式の10の６（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0118.rtf


第34号様式の10の６の２（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0119.rtf


第34号様式10の６の３（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0120.rtf


第34号様式10の６の４（第26条の７関係）

第34号様式の10の７（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0121.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0122.rtf


第34号様式の10の８（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0123.rtf


第34号様式の10の９（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0124.rtf




第34号様式の10の10（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0125.rtf




第34号様式の10の11（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0126.rtf


第34号様式の10の12（第26条の７関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0127.rtf


第34号様式の10の13（第26条の７関係）

第34号様式の10の14（第26条の８関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0128.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0071.rtf


第34号様式10の14の２（第26条の８関係）

第34号様式10の14の３（第26条の８関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0072.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0073.rtf


第34号様式の10の15（第26条の８関係）

第34号様式の10の16（第26条の８関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0074.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0075.rtf


第34号様式の10の17（第26条の８関係）

第34号様式の10の18（第26条の８の３関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/22285_0093.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0129.rtf


第34号様式の11（第26条の９関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0077.rtf


第34号様式の12（第26条の10関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/23697_0130.rtf


第35号様式（第28条関係）

第36号様式（第28条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0079.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/R-20160720-026Z0015.rtf


第37号様式（第36条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/H409902100038/H409902100038_0081.rtf

